
給付算定基礎額残高通知書について 

 

 毎年５月下旬に、前年度の「給付算定基礎額」に関する情報を圧着ハガキでお知らせし

ています。 

 

「給付算定基礎額」とは 

平成 27年 10月１日に被用者年金制度が一元化されたことに伴い、改正前の共済年金に

おける３階部分（職域年金相当部分）は廃止され、退職等年金給付（年金払い退職給付）

制度が創設されました。 

この退職等年金給付（年金払い退職給付）制度は、国民年金・厚生年金といった公的年

金とは異なり、将来自分が年金を受給する際に必要な原資を、あらかじめ労使折半による 

保険料で積み立てる「積立方式」による給付になります。 

 この将来の退職等年金給付の原資となる額を「給付算定基礎額」といいます。 

「給付算定基礎額」は、付与額（標準報酬月額（※１）×付与率（※２））と、これに対

する利息（基準利率（※３）を基に計算）を累積した額となります。 

「給付算定基礎額残高通知書」では、前年度にあなたが積み立てた給付算定基礎額等に

関する各情報をお知らせします。 

    

（※１）標準報酬月額 

 標準報酬月額とは、毎月の報酬から納める保険料の額及び年金等の給付額を決定するときに、その算

定の基となる金額で、組合員の受ける報酬月額（基本給＋諸手当）に基づき決められます。標準報酬月

額は、88,000円（第１級）から 650,000円（第 32級）と 32等級に区分されており、一定の時期の報酬

を基に毎年改定されます。このほか、実際の報酬に大幅な変動があった場合にも、標準報酬月額は改定

されます。 

 「給付算定基礎額残高通知書」では、期末手当及び勤勉手当を受けた月は、期末手当額等を含んで表

示されます。 

 

（※２）付与率 

 付与額を算定するための率であり、組合員であった者とその遺族の適当な生活の維持を図ることを目

的とする年金制度の一環をなすものであることなどの事情を勘案して、地方公務員共済組合連合会（以

下「地共連」といいます。）の定款で定められます。付与率は、上記の事情に適合しないことが明らか

になったときには、水準の見直しを行います。 

  

（※３）基準利率 

 付与額に対する利息を算定するための率であり、国債の利回り（10年国債の応募者平均利回りの直近

１年平均と直近５年平均の低い方）を使用することとされ、地共連の定款で定められます。基準利率は、

毎年 10月に改定されます。 



１ 通知書の見本 

 

＜ハガキの展開イメージ＞ 

 

※１ 所属所コード－企業コード－部課所コード－証番号が印字されます。 

753-8529 

山口県 山口市 

大手町９番１１号 

  共済 太郎 様 

 

00009872 

※１ 00123-00-000000000456-00000789 



 

 

 

 

 



２ 通知書の見方 

①      ②    ③    ④ 

⑨ 

⑩ 

⑤ 

①標準報酬月額 

付与額の基礎となる標準報酬の額です。 

期末手当等を受けている月は、期末手当の額が合算されています。 

②付与額 

標準報酬月額に付与率を乗じた額です。 

③利息 

前月までの給付算定基礎額残高と当月の付与額に基準利率（１ヶ月単

位に換算した率）を乗じた額です。 

④給付算定基礎額残高 

前月までの給付算定基礎額残高、当月の付与額及び利息の合計額です。

退職等年金給付の年金額の算定の基礎となります。 

⑤前年度末 

前年度末（前回通知）における給付算定基礎額残高です。 

⑥付与額累計 

今年度（今回通知）の各月の付与額を累計した額です。 

⑦利息額 

今年度（今回通知）の各月の利息を累計した額です。 

⑧今回通知 

今年度末（今回通知）における給付算定基礎額残高です。 

⑨年金払い退職給付加入期間 

平成 27年 10月以降の組合員期間の年月数です。 

⑩付与率 

付与額を算定するために標準報酬月額に乗じる率です。 

⑪基準利率 

利息を求めるための率です。毎年 10月に見直されます。 

⑥ 

⑧ 

⑦ 

⑪ 



３ 積立時と年金受給時のイメージ

 

 

 

 

４ 相談について 

  お手元に届きました通知書の内容について、不明な点等がありましたら、山口県市町

村職員共済組合年金課（083-925-6550）までお問い合わせください。 

  なお、退職等年金給付（年金払い退職給付）制度の概要や給付の計算方法等について

詳しく知りたい方は、全国市町村職員共済組合連合会ホームページを御覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

利息

（※）年金現価率
　基準利率・死亡率の状況及びその見通し等を勘案して、一定の年金額が支給されるとした場合の年金額を計算するた
めの率で、地共連の定款で定められます。毎年10月に見直しを行います。
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